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第１章 総則 

（目的）  

第１条 この委員会規程は、埼玉県ドッジボール協会として専門委員会を組織し、倫理規程に基づく

事項を定めることを目的とする。  

 

（名称）  

第２条 この委員会は、埼玉県ドッジボール協会（以下、「本協会」という。）倫理委員会と称す 

る。  

 

第２章 活動内容 

（活動内容）  

第３条 委員会は、次の事項を所掌する。  

(1)本協会及び倫理規程第２条に定める役員、指導者及び競技者（以下「役員等」という。）の綱紀

粛正の推進に関すること。  

(2)前号について、役員等に対し周知徹底を図るとともに必要に応じ事実確認等を行い、その結果を

理事長に具申すること。  

(3)役員等について、法令及び倫理規程その他の規程に違反する事実の存することが疑われる場合、

委員会が関係者に対する事情聴取等の必要な調査を行い、その結果を理事長に具申すること。  

(4)前号の調査を、理事会の同意を得て公正中立な第３者に対して委任すること。 

 

（委員）  

第４条 この委員会は、理事会で委員長を選出し、委員長が委員を選任し、理事会の承認を得た委員

をもって構成する。  

２ 委員長は、本協会理事、加盟チーム等のうちから委員を選任し、組織を構成する。  

３ 委員会に、次の委員を置く。  

(1)委員長 １名 

(2)委員   ６名以内  

４ 前条第３号の事実について委員が当該事実に密接な関係を有する場合、理事会は当該委員を調査

または審議に参加させないことができる。この場合、委員会は当該委員の職務を代行する者を委嘱す

ることが出来る。 

  

（任期）  

第５条 委員の任期は、委嘱日より開始し、本協会理事の任期と同じく終了する。ただし、再任を妨

げない。 

 

（委員会）  

第６条 委員会は、委員長が招集して、その議長となる。  

２ 委員会の議事は、委員の合意により決定する。  

３ 委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができ

る。  

４ この規程に定めるもののほか実施に関し必要な事項は、委員会において定める。  
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第３章 事実調査及び処分手続 

（手続の開始）  

第７条 委員会は、本協会に対し倫理規程に違反する事由の相談があり、委員会が特に調査を要する

と認めた場合、倫理規程に違反する事実の有無の調査その他本章に定める手続を行う。  

 

（調査の方法）  

第８条 前条の調査を行うため、委員または委員会の委嘱を受けた者は、以下の各号に掲げる権限を

行使することができる。  

(1)本協会に対し、調査に必要な書類及び物品の提示を求めること。  

(2)役員等及び関係者に対し、事実関係の聴取、書類および物品の提示その他必要な調査をするこ

と。  

２ 役員等は、前項第２号の調査に応じる義務を負い、正当な理由なくこれを拒むことはできない。 

  

（聴聞）  

第９条 委員会は、倫理規程に違反する行為によって処分の対象となる者（以下「処分対象者」とい

う。）に対して、この規程に定める聴聞の手続を行わなければならない。  

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。  

(1)処分対象者の所在が判明せず、次条に定める聴聞の通知が送達できないとき。  

(2)緊急に処分をする必要があるため、聴聞の手続を執ることができないとき。  

(3)処分の原因となる事実の存否が客観的な基準によって明確にできる場合において、処分対象者が

当該基準を充足していないことが客観的な資料によって確認されたとき。  

 

（聴聞の通知）  

第１０条 本協会は、聴聞を行うに当たっては、処分対象者に対し、次に掲げる事項を書面により通

知しなければならない。  

(1)予定される処分の内容  

(2)処分の原因となる事実  

(3)聴聞の期日及び場所  

 

（代理人）  

第１１条 処分対象者は、代理人を選任することができる。  

２ 代理人の資格は、弁護士に限る。  

３ 代理人は、処分対象者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。  

４ 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。  

５ 代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を本協会に届け出なければならな い。 

 

（聴聞の主宰）  

第１２条 聴聞は、委員会が指名する委員、理事または代理人が主宰する。  

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。  

(1)処分対象者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族  

(2)処分対象者の代理人  

(3)前２号に規定する者であったことのある者  

 

（聴聞の期日における審理の方式）  

第１３条 処分対象者は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主

宰者の許可を得て質問を発することができる。  

２ 処分対象者は、聴聞期日に出頭することができる。  

３ 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、処分の対象となる事実に関係する者

を陪席させることができる。  

４ 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、処分対象者及び陪席する者に対し質

問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促すことができる。  
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５ 主宰者は、処分対象者の全部または一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理

を行うことができる。  

６ 聴聞の期日における審理は、公開しない。  

 

（陳述書等の提出）  

第１４条 処分対象者は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及

び証拠書類等を提出することができる。  

２ 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を

示すことができる。  

 

（続行期日の指定）  

第１５条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるとき

は、さらに新たな期日を定めることができる。  

２ 前項の場合においては、処分対象者に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面によ 

り通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した処分対象者に対しては、当該聴聞の 

期日においてこれを告知すれば足りる。  

 

（処分対象者の不出頭の場合における聴聞の終結）  

第１６条 主宰者は、処分対象者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第１３条第１項に

定める陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合には、処分対象者に対し改めて意見を

述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。 

  

（聴聞調書及び報告書）  

第１７条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、処分の原因と

なる事実に対する処分対象者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。  

２ 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には期日ごとに、当該審理が行われなか

った場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。  

３ 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、処分の原因となる事実に対する処分対象者の主張に理由があ

るかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第１項の調書とともに委員会に提出しな

ければならない。   

 

（聴聞の再開）  

第１８条 委員会は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対

し、聴聞の再開を命ずることができる。第１４条第２項本文の規定は、この場合について

準用する。  

 

（事実の認定）  

第１９条 委員会は、調査によって収集された証拠、第１６条第１項の調書の内容及び同条第３項の

報告書に記載された主宰者の意見を参酌して、倫理規程に違反する事実の認定及び処分の

程度について意見を決定することができる。  

 

（処分の決定及び通知）  

第２０条 委員会は、処分の意見を決定したときは、これを記載した意見書を理事長に提出する。  

２ 理事長は、前項の意見書に基づき、処分対象者に対して、書面をもって処分の決定を通知する。  

３ 前項の通知には次の事項を記載しなければならない。ただし、処分の理由を示さないで処分をす

べき差し迫った必要がある場合、第５号の記載を除くことができる。  

(1)処分対象者の表示  

(2)処分の内容  

(3)処分の年月日  

(4)処分の手続の経過  

(5)処分の理由  
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４ 前項ただし書の場合、処分対象者の所在が判明しなくなったときその他処分後に理由を示すこと

が困難な事情があるときを除き、処分後遅滞なく前項第５号の理由を示さなければならない。  

 

 

第４章 その他 

（不服申立ての制限）  

第２１条 処分対象者は、倫理規程及び本規程に基づいてした処分に不服がある場合、一般財団法人

日本ドッジボール協会に対して処分の取消しを求めて不服申立を行うことができる。  

２ 処分対象者は、前項を除き、処分に対する不服申立はできない。  

３ 本協会は、処分対象者が第１項の申立をしたことを理由として、処分対象者に対して処分以外の

不利益な取扱いをしてはならない。  

 

（本規程の変更）  

第２２条 本規程は、理事会の議決により変更することができる。 

 

 

附則 

1 本規程は 2024年 5月 1日より施行する。 

2 2026年1月25日第3条1項へ4号追加・第11条（代理人）を追加 
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